
ケアハウスの利用料は、年間所得に応じて１８段階に分かれています。

入居された場合は、毎年３月に前年の収入申告を行っていただき、翌年度の利用料を決定させていただきます。

（単位：円）

対象収入による階層区分 ①事務費徴収額 ②生活費 ③減額 ④管理費 利用料合計

1 １，５００，０００以下 10,000 44,810 8,916 63,726

2 １，５００，００１～１，６００，０００ 13,000 44,810 8,916 66,726

3 １，６００，００１～１，７００，０００ 16,000 44,810 8,916 69,726

4 １，７００，００１～１，８００，０００ 19,000 44,810 8,916 72,726

5 １，８００，００１～１，９００，０００ 22,000 44,810 8,916 75,726

6 １，９００，００１～２，０００，０００ 25,000 44,810 8,916 78,726

7 ２，０００，００１～２，１００，０００ 30,000 44,810 8,916 83,726

8 ２，１００，００１～２，２００，０００ 35,000 44,810 8,916 88,726

9 ２，２００，００１～２，３００，０００ 40,000 44,810 8,916 93,726

10 ２，３００，００１～２，４００，０００ 45,000 44,810 8,916 98,726

11 ２，４００，００１～２，５００，０００ 50,000 44,810 8,916 103,726

12 ２，５００，００１～２，６００，０００ 57,000 44,810 8,916 110,726

13 ２，６００，００１～２，７００，０００ 64,000 44,810 8,916 117,726

14 ２，７００，００１～２，８００，０００ 71,000 44,810 8,916 124,726

15 ２，８００，００１～２，９００，０００ 78,000 44,810 8,916 131,726

16 ２，９００，００１～３，０００，０００ 85,000 44,810 8,916 138,726

17 ３，０００，００１～３，１００，０００ 91,100 44,810 8,916 144,826

18 ３，１００，００１以上 91,100 44,810 8,916 144,826

●洗濯機、乾燥機利用代・・・洗濯機１回￥1００　　乾燥機１回￥５０

利用料以外にかかる費用について

ケアハウス楓林花の里利用料            （令和７年４月１日現在）

●光熱水費…個人の使用量に応じてご負担いただきます。(居室ごとにメーターあり)
　　　　※ガスについては東邦ガスと個人契約をしていただき、ガス会社に直接お支払いいただきます。
●冬期加算…１１月～３月は２，０７０円が生活費に加算されます。
●新聞や固定電話・・・必要な方は個人契約していただきます。

●その他…生活雑費、介護保険サービスの費用や医療費など


